
高 松 市 移 住 ナ ビ 広 告 掲 載 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は、 高 松 市 移 住 ナ ビ （ 以 下 「 移 住 ナ ビ 」 と い う 。 ） へ の 広 告

の 掲 載 に 関 し 、 高 松 市 広 告 掲 載 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 施 行 。 以 下 「 要

綱 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 広 告 を 掲 載 す る 位 置 及 び 規 格 等 ）  

第 ２ 条  移 住 ナ ビ に 掲 載 す る 広 告 （ 以 下 「 バ ナ ー 広 告 」 と い う 。 ） の 掲 載 位 置 、

規 格 及 び 色 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

(１ ) 掲 載 位 置  ト ッ プ ペ ー ジ 下 部 （ https://www.takamatsu-iju.jp）  

(２ ) 規 格  左 右 １ ５ ０ ピ ク セ ル ×天 地 ６ ０ ピ ク セ ル  

(３ ) 色  フ ル カ ラ ー  

（ バ ナ ー 広 告 の 作 成 条 件 ）  

第 ３ 条  バ ナ ー 広 告 の 作 成 条 件 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

(１ ) バ ナ ー 広 告 の 原 稿 は 、 電 子 デ ー タ で 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場

合 に お い て 、 電 子 デ ー タ の フ ァ イ ル の 種 類 は 、 「 Ｇ ｒ ａ ｐ ｈ ｉ ｃ  Ｉ ｎ ｔ

ｅ ｒ ｃ ｈ ａ ｎ ｇ ｅ  Ｆ ｏ ｒ ｍ ａ ｔ （ Ｇ Ｉ Ｆ ） 形 式 」 、 「 Ｊ ｏ ｉ ｎ ｔ  Ｐ ｈ

ｏ ｔ ｏ ｇ ｒ ａ ｐ ｈ ｉ ｃ  Ｅ ｘ ｐ ｅ ｒ ｔ ｓ  Ｇ ｒ ｏ ｕ ｐ （ Ｊ Ｐ Ｅ Ｇ ） 形 式 」

又 は 「 Ｐ ｏ ｒ ｔ ａ ｂ ｌ ｅ  Ｎ ｅ ｔ ｗ ｏ ｒ ｋ  Ｇ ｒ ａ ｐ ｈ ｉ ｃ ｓ （ Ｐ Ｎ Ｇ ）

形 式 」 の い ず れ か と し 、 フ ァ イ ル の サ イ ズ は 、 １ ６ キ ロ バ イ ト 以 下 と す る 。  

(２ ) バ ナ ー 広 告 に ア ニ メ ー シ ョ ン を 使 用 す る 場 合 は 、 色 調 の コ ン ト ラ ス ト

が 強 い 反 転 表 示 を 継 続 さ せ て は な ら な い 。 ま た 、 画 面 の 置 換 速 度 は 、 ３ 秒

以 上 と し な け れ ば な ら な い 。  

(３ ) バ ナ ー 広 告 の 色 調 、 明 る さ 、 フ ォ ン ト そ の 他 の デ ザ イ ン は 、 ユ ニ バ ー

サ ル デ ザ イ ン に 配 慮 し た も の と し な け れ ば な ら な い 。  

(４ ) リ ン ク 先 ウ ェ ブ サ イ ト の ア ド レ ス は 、 １ 箇 所 と し な け れ ば な ら な い 。  

（ バ ナ ー 広 告 の 掲 載 期 間 ）  

第 ４ 条  バ ナ ー 広 告 の 掲 載 期 間 は 、 月 の 初 日 か ら 末 日 ま で の １ 月 を 単 位 （ 以 下

「 掲 載 単 位 」 と い う 。 ） と す る 。  

２  広 告 掲 載 の 開 始 日 又 は 終 了 日 が 高 松 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 高 松

市 条 例 第 ４ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 の 休 日 （ 以 下 「 市 の 休 日 」 と い

う 。 ） に 当 た る と き は 、 市 の 休 日 の 翌 日 を も っ て 広 告 掲 載 の 開 始 日 又 は 終 了

日 と す る 。  

（ 広 告 掲 載 希 望 者 の 募 集 ）  



第 ５ 条  市 ⾧ は 、 移 住 ナ ビ そ の 他 の 広 報 媒 体 を 利 用 し て 、 バ ナ ー 広 告 の 掲 載 を

希 望 す る 者 （ 以 下 「 広 告 掲 載 希 望 者 」 と い う 。 ） を 公 募 す る も の と す る 。  

（ バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 申 込 み ）  

第 ６ 条  広 告 掲 載 希 望 者 は 、 高 松 市 移 住 ナ ビ 広 告 掲 載 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を

市 ⾧ に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 年 度 を 超 え る 期 間 を 継 続 し て 申 し

込 む こ と は で き な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 込 み は 、 バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 開 始 を 希 望 す る 日 が 属 す

る 月 の 前 々 月 の 末 日 （ そ の 日 が 市 の 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の 前 日 ） ま で に

行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  市 ⾧ は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 込 み が あ っ た 場 合 に お い て 、 必 要 と 認 め る

と き は 、 広 告 掲 載 希 望 者 に 対 し 、 バ ナ ー 広 告 の 掲 載 に 必 要 な 範 囲 に お い て 資

料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ７ 条  市 ⾧ は 、 前 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 申 込 み が あ っ た と き は 、 申 込 み の

内 容 が 要 綱 及 び こ の 要 領 に 適 合 す る か ど う か を 審 査 す る も の と す る 。  

２  市 ⾧ は 、 バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 可 否 を 決 定 し た と き は 、 広 告 掲 載 （ 不 掲 載 ）

通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 広 告 掲 載 希 望 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 契 約 の 締 結 ）  

第 ８ 条  市 ⾧ は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り バ ナ ー 広 告 の 掲 載 を 決 定 し た と き は

速 や か に 、 当 該 広 告 掲 載 希 望 者 と バ ナ ー 広 告 の 掲 載 に 関 す る 契 約 を 締 結 す る  

 も の と す る 。  

（ バ ナ ー 広 告 の 原 稿 の 作 成 及 び 提 出 ）  

第 ９ 条  前 条 の 規 定 に よ り 契 約 を 締 結 し た 者 （ 以 下 「 契 約 者 」 と い う 。 ） は 、

市 ⾧ が 別 に 指 定 す る 期 日 ま で に 、 バ ナ ー 広 告 の 原 稿 を 市 ⾧ に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 バ ナ ー 広 告 の 作 成 及 び 提 出 に 要 す る 経 費 は 、

契 約 者 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  市 ⾧ は 、 前 項 の 規 定 に よ る バ ナ ー 広 告 の 原 稿 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の

内 容 及 び 表 現 並 び に リ ン ク 先 ウ ェ ブ サ イ ト の 内 容 が 、 要 綱 及 び こ の 要 領 の 規

定 に 適 合 し て い る こ と を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 ⾧ は 、 前 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 結 果 、 バ ナ ー 広 告 の 原 稿 の 内 容 及 び 表 現

並 び に リ ン ク 先 ウ ェ ブ サ イ ト の 内 容 が 適 当 で な い と 認 め る と き は 、 契 約 者 に

対 し 、 バ ナ ー 広 告 の 原 稿 及 び リ ン ク 先 ウ ェ ブ サ イ ト の 内 容 等 の 変 更 を 求 め る

こ と が で き る 。 バ ナ ー 広 告 の 掲 載 後 に お い て も 同 様 と す る 。  

（ 掲 載 し な い バ ナ ー 広 告 ）  



第 １ ０ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る バ ナ ー 広 告 は 、 移 住 ナ ビ に 掲 載 し な

い 。  

(１ ) バ ナ ー 広 告 又 は リ ン ク 先 ウ ェ ブ サ イ ト の 内 容 が 、 要 綱 第 ７ 条 の 規 定 に

該 当 す る 広 告  

 (２ ) そ の 他 市 ⾧ が 不 適 当 と 認 め る バ ナ ー 広 告  

（ 広 告 掲 載 料 ）  

第 １ １ 条  バ ナ ー 広 告 掲 載 料 は 、 １ 枠 当 た り 月 額 １ ， ５ ０ ０ 円 （ 消 費 税 及 び 地

方 消 費 税 の 額 を 含 む 。 ） と す る 。  

２  契 約 者 は 、 前 項 の 広 告 掲 載 料 を 、 バ ナ ー 広 告 の 掲 載 開 始 日 か ら １ ５ 日 以 内

に 、 納 入 通 知 書 に よ り 一 括 し て 納 付 す る も の と す る 。  

（ バ ナ ー 広 告 の 掲 載 位 置 ）  

第 １ ２ 条  バ ナ ー 広 告 の 掲 載 位 置 は 、 掲 載 単 位 ご と に 、 次 に 掲 げ る 優 先 順 位 に

基 づ き 、 移 住 ナ ビ ト ッ プ ペ ー ジ 下 部 の 左 上 側 か ら 順 に 掲 載 す る も の と す る 。  

 (１ ) 優 先 順 位 １  バ ナ ー 広 告 の 掲 載 期 間 が ⾧ い も の  

(２ ) 優 先 順 位 ２  バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 申 込 み の 先 着 順  

（ バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 取 消 し ）  

第 １ ３ 条  市 ⾧ は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 事 前 の 催

告 等 を 行 わ ず に 、 バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 決 定 を 取 り 消 し 、 又 は 掲 載 中 の バ ナ ー

広 告 を 削 除 し 、 若 し く は バ ナ ー 広 告 の 掲 載 を 中 止 す る こ と が で き る 。  

(１ ) 契 約 者 又 は バ ナ ー 広 告 若 し く は リ ン ク 先 ウ ェ ブ サ イ ト の 内 容 等 が 、 第

１ ０ 条 各 号 の い ず れ か に 抵 触 す る 事 実 が 判 明 し た と き 。  

(２ ) 契 約 者 が 、 指 定 す る 期 日 ま で に 広 告 掲 載 料 を 納 付 し な か っ た と き 。  

(３ ) 契 約 者 が 、 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 求 め に 応 じ な い と き 。  

(４ ) 契 約 者 が 、 高 松 市 の 信 用 を 失 墜 し 、 又 は 業 務 を 妨 害 し 、 若 し く は 事 務

を 停 滞 さ せ る よ う な 行 為 を 行 っ た と き 。 

(５ ) 契 約 者 が 、 社 会 的 信 用 を 著 し く 失 墜 す る よ う な 行 為 を 行 っ た と き 。  

(６ ) 契 約 者 の 倒 産 、 破 産 等 に よ り 、 広 告 を 掲 載 す る 必 要 が な く な っ た と き 。  

(７ ) 市 の 業 務 上 、 や む を 得 な い 事 由 が 生 じ た と き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 決 定 の 取 消 し に よ り 契 約 者 が 損 害 を

受 け る こ と が あ っ て も 、 市 ⾧ は 、 そ の 賠 償 の 責 め を 負 わ な い 。  

（ バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 中 止 ）  

第 １ ４ 条  契 約 者 は 、 自 己 の 都 合 に よ り 、 掲 載 期 間 中 に バ ナ ー 広 告 を 削 除 し 、

又 は バ ナ ー 広 告 の 掲 載 を 一 時 中 止 し よ う と す る と き は 、 ７ 日 前 ま で に 書 面 に

よ り 市 ⾧ に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  



（ 広 告 掲 載 料 の 返 還 ）  

第 １ ５ 条  納 付 さ れ た 広 告 掲 載 料 は 、 返 還 し な い 。 た だ し 、 契 約 者 の 責 め に 帰

さ な い 事 由 に よ り バ ナ ー 広 告 の 掲 載 の 決 定 を 取 り 消 し 、 又 は 掲 載 中 の バ ナ ー

広 告 を 削 除 し 、 若 し く は バ ナ ー 広 告 の 掲 載 を 一 時 中 止 し た 場 合 は 、 こ の 限 り

で な い 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 移 住 ナ ビ へ の バ ナ ー 広 告 の 掲 載 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 市 ⾧ が 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



様式第１号（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

（宛先）高松市⾧ 

 

住   所 

商号又は 

名   称 

代表者氏名 

 

 

広告掲載申込書 
 

高松市広告掲載要綱及び高松市移住ナビ広告掲載要領の内容等を了解し、同要領第６条第

１項の規定に基づき、バナー広告の掲載を申し込みます。 

 

１ 業務内容等 

 （１）業務内容 

 

 （２）ホームページ URL 

 

２ 広告の内容 

 （１）掲載希望枠数              枠 

 

 （２）掲載希望期間（年度を超える期間について、申し込むことはできません。） 

           年   月   日～   年   月   日 

 

３ 担当者連絡先 

担当者 

氏  名  部 署 名  

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅメール  

 

印 



様式第２号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

様 

 

        

   高松市⾧   

 

 

広告掲載（不掲載）通知書 
 

    年  月  日付けで申し込みのありました、高松市移住ナビ広告の掲載について、

次のとおり決定しましたので、通知します。 

 

 

１ 広告掲載の可否（否の場合はその理由） 

 

 

 

２ 掲載枠数 

 

                枠 

 

３ 掲載場所 

 

 

４ 掲載期間 

       年  月  日 ～    年  月  日 

 

５ 掲載料 

             円（    円×  枠×  ヵ月） 


